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１．概要 

 
既にデモ試験が終了している第 1 グループ（大分県、北海道、山口県）および未終了の

第 2 グループのそれぞれにおいて、拠点候補企業を募集目標である「1～2 箇所での拠点

形成」の実現可能性が十分にあると判断される状況にあることが、年度開始時における

目標であった。 
第 1 グループにおいては、特に山口県において拠点候補企業の取り組みが熱心であり、

実装に向けて、産廃処理許可に不可欠な実用と同様の高濃度油分を海水混入の状態で分

解処理する実用規模デモ試験実施の要請があるなど、拠点形成の有望な候補であると言

える。また、第 2 グループの岩手県、栃木県の 2 拠点については、拠点候補企業ととも

に啓発シンポジウム開催や当該自治体との協議など実装に向けた取り組みを進めており、

引き続きこれらを実施中の第 1 グループの 2 拠点（北海道、大分県）と同様に、拠点形

成の候補であり、これらを踏まえると「1～2 箇所での拠点形成」の実現可能性は十分に

あると判断される状況にある。従って、年度当初の目標は達成されたと考えられる。 

 
 
 

２．実装活動の具体的内容  

 

１年目であるH20年度の計画は以下のとおりであった。 
① バイオ処理の拠点づくり 

既にデモ試験が終了している第 1 グループ（大分県、北海道、山口県）におい

ては、既に技術的裏づけがあるため、それを基に項目②～④に重点を置く。ま

た、第 2 グループにおいては、まず、拠点候補企業を募集し、地元自治体との

デモ試験実施に関する協議を経て、拠点候補 2 箇所でデモ試験を行うに至るこ

とがマイルストーンとなる。これにより、地元バーク堆肥の油分解能力が評価

でき、当該拠点による実施可否の判断材料を得られ、２年目以降の項目②～④

につながる。  
② 当該自治体の了解 

第 1 グループ（大分県、北海道、山口県）において、自治体すなわち県庁や市

役所の産業廃棄物担当部署との協議を行い、本活動における法令面の裏づけな

ど基本事項を明確化する。 
③ 地元住民のコンセンサス形成 

第 1 グループ（大分県、北海道、山口県）において、地元住民・関係者のコン

センサス形成のためのセミナー開催に至ることがマイルストーンとなる。目標

である「1～2 箇所での拠点形成」に向け、拠点候補 2 箇所でセミナー開催を行

うことが目標である。 
④ 港湾業者や海上保安部など油流出対応事業者の理解 

必要に応じて①のデモ試験や③のセミナーに近隣の関係者を招待し、理解増進

活動を行う。また、啓発パンフレットの送付も行う。 
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これに対して、１年目（H20年度）の実績は以下のとおりであった。 
 

① バイオ処理の拠点づくり 
第 1 グループのうち北海道、山口県において、項目②～④の活動を行った（各項

目参照）。第 2 グループにおいては、NPO 日本バーク堆肥協会を通じて、拠点

候補企業を募集したところ、岩手県、栃木県のバーク堆肥製造企業より実験の申

し出があった。地元自治体とのデモ試験実施に関する協議を経て、当初、マイル

ストーンと考えていた拠点候補 2 箇所でのデモ試験を行うに至った。 
② 当該自治体の了解 

第 1 グループのうち北海道、山口県において、自治体の産業廃棄物担当部署との

協議により、本活動における法令面の裏づけを確認したところ、判断材料となる

環境省本省の判断を求める要請があり、同省のコメントを得た。それによれば、

「海上流出油をバイオ処理する」ことは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基

づく産廃処理許可を要しないが、処理業許可については都道府県知事が許可権者

となるとの見解であった。 
③ 地元住民のコンセンサス形成 

第 1 グループのうち北海道、山口県の拠点候補 2 箇所において、当初、マイルス

トーンと考えていた地元住民・関係者のコンセンサス形成のためのシンポジウム

開催に至った。 
④ 港湾業者や海上保安部など油流出対応事業者の理解 

①のデモ試験については秘密保持面から招待はできなかったが、③のシンポジウ

ムに近隣の港湾業者や海上保安部関係者を招待し、理解増進活動を行った。また、

啓発パンフレットの送付を行った。 
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３．成果（主要なもののみ記載） 

 

（１） シンポジウム開催 

 

 環境シンポジウム「流出油をバイオで処理する」を、平成20年10月27日（月）

に北海道札幌市（参加者86名）にて、同12月1日（月）に山口県下関市（参加者

91名）にて開催した。 

 

       
        シンポジウムの様子（H21.10.27 札幌市） 

 

 

（２） 学会発表 

 

 平成20年11月20日（木）に、日本船舶海洋工学会西部支部秋季講演会にて「油

流出事故回収物の微生物分解処理技術の研究」と題して本事業の研究成果の発表

を行った（参加者約50名）。 

 

       
               学会会場の様子 
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（３） 報道 

 

 平成20年11月30日（日）の西日本新聞に、「流出重油 バイオで分解」として研

究内容が報道された。 

 

 

        （西日本新聞の紙面(社会36面)） 

 

 

 

（４） パンフレット配布 

 

 普及啓発パンフレット「石油って微生物で分解できるの？」を関係機関に配布

した。 
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（５） デモ試験 

 

 実装拠点候補として希望のあった全国2箇所のバーク堆肥工場において、油分解

実験を行った。 

 

実験1：トーア木材㈱（岩手県岩泉町） 

実験2：㈲日光有機（栃木県日光市） 

 

 用いた油はＣ重油で実験1で300kg、実験2で1,100kgで、製品版の「杉の油取

り」マット型（45cm x 45cm）に実験1で500枚、実験2で1,500枚に吸着させて実

験に供した。バーク堆肥はそれぞれ約100 m3（相対誤差＝10％）ほどを用いた。

パイル全体の実験開始時の油分濃度の平均値は実験1で約22,000±2,500ppm、実

験2で約55,000±6,400ppmと推算される。 

 

 

       

         吸着マットを並べる様子（実験1） 

 

 

 測定項目は以下のとおりである。 

①油分濃度（n-ヘキサン抽出重量法）：実験1，2とも約2週間毎 

②微生物相の調査（DGGE）：開始時，2ヵ月後，4ヵ月後の計3回 

③目視観察など（油の臭気，手指への油分付着など） 

④パイル内の温度（実験1，攪拌時毎） 

 

 最終結果が得られ次第、実装活動に活用する予定である。 

 

 

 

（６） その他 

特許出願は該当なし（本事業関連の特許は成立済み：特許第3858071号） 
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４．資料 

 

 資料１ シンポジウム「流出油をバイオで処理する」開催のご報告 
    資料２ 普及啓発パンフレット「石油って微生物で分解できるの？」 


